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令和２年８月１３日 

 

 

一般社団法人全国個人タクシー協会 関東支部 支部長 殿 

一般社団法人バスユナイテッドセーフティ 理事長 殿 

一般社団法人ロケバス協会 代表理事 殿 

一般社団法人日本撮影車輌協会 代表理事 殿 

関東トラック協会会長 殿 

一般社団法人全国物流ネットワーク協会会長 殿 

一般社団法人全国霊柩自動車協会 関東霊柩自動車協会会長 殿 

             

 

 

関東運輸局 

                          自動車技術安全部長 

 

 

 

事業用自動車の運転者による薬物使用の禁止の徹底について 

 

 

 

 標記について、自動車局安全政策課長から別添（令和２年８月１２日付け国自安第６

１号の３）のとおり通達があったので了知されるとともに、貴傘下会員に対し、周知徹

底をお願いします。 
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